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甕
鶉
及
貢
納
蒙
霧
　
　
燃
、
三
就
杢
幽

鷲
蒙
民
吃
租
権
者
ハ
之
ヲ
土
地
権
利
者
ト
看
徹
ス
．
モ
支
障
ナ
キ
限
リ
納
租
義
務
者

　
ヲ
シ
テ
租
子
ヲ
一
定
率
轟
依
り
蓬
元
シ
タ
ル
債
格
ヲ
以
テ
當
該
土
地
ヲ
買
牧
セ

　
シ
ム

　
此
ノ
場
合
當
該
土
地
買
牧
者
ヲ
シ
テ
地
税
ヲ
納
付
セ
シ
ム

ニ、

�
m
徴
牧
ス
ル
租
子
ハ
地
税
税
率
二
基
キ
内
一
部
ヲ
國
親
ト
見
徹
ス
モ
當
分
ノ

　
間
當
該
地
方
行
政
費
二
全
額
留
保
還
元
ス
ル
ノ
建
前
ヲ
取
ル

　
爾
抗
租
地
及
黒
地
ノ
整
理
二
從
ヒ
租
子
ノ
切
下
ヲ
行
ヒ
國
税
部
分
ヲ
控
除
シ
タ

　
ル
租
額
昌
付
之
ヲ
一
定
率
昌
依
リ
分
割
シ
一
部
ハ
公
共
團
髄
ノ
租
殺
ト
見
徹
シ

　
畝
掲
ノ
形
式
二
於
テ
存
績
シ
他
ノ
部
，
ハ
地
代
拒
見
倣
シ
テ
前
項
昌
濫
ジ
一
定
便

　
格
ヲ
以
テ
納
租
義
務
者
ヲ
シ
テ
當
該
土
地
ヲ
賢
牧
セ
シ
ム

　
此
ノ
場
合
當
該
土
地
買
牧
者
ヲ
シ
テ
地
税
ヲ
納
付
セ
シ
ム

三・

､
府
ガ
徴
牧
ス
ル
租
子
ハ
一
慮
之
ヲ
旗
二
移
サ
シ
メ
其
ノ
内
ヨ
リ
一
部
ヲ
給
與

　
ノ
形
式
昌
於
テ
王
府
二
還
元
セ
シ
ム
ル
ト
共
昌
前
號
昌
蓮
ジ
納
租
義
務
者
二
彿

　
下
ゲ
タ
ル
上
牧
入
代
金
ヲ
王
府
昌
交
付
セ
シ
ム
此
ノ
場
合
王
府
從
前
ノ
牧
入
昌
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比
シ
著
シ
キ
減
少
ア
ル
ト
キ
ハ
地
方
税
牧
入
ヲ
搬
保
ト
シ
公
共
團
髄
ヲ
シ
テ
借

　
入
金
ヲ
ナ
シ
王
府
二
締
償
池
シ
ム
ル
モ
‘
ノ
ト
ス

四
蒙
民
ヨ
リ
畝
掲
ヲ
微
牧
ス
ル
土
地
二
付
テ
ハ
右
納
付
者
ヲ
當
該
土
地
権
利
者
ト

　
見
徹
ス

五、

ﾖ
民
土
地
所
有
者
ヨ
リ
地
税
ヲ
徴
牧
ス

残
畝
掲
ヲ
徴
牧
セ
ザ
ル
土
地
ハ
旗
又
ハ
王
府
’
ノ
土
地
レ
看
倣
ス

毛・

p
旗
ノ
合
一
及
租
租
制
度
ノ
確
立
二
從
ヒ
新
縣
ノ
土
地
二
蹴
ス
ル
牧
入
ハ
財
政

　
ノ
必
要
二
磨
ジ
之
ヲ
引
上
ゲ
蒙
旗
津
貼
ヲ
塵
止
ス
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